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（単位　千円）

科          目 金　　額 科          目 金　　額

　（資   産   の   部） 　（負   債   の   部）

流   動   資   産 30,458,969 流   動   負   債 12,977,959

現 金 及 び 預 金 10,796,231 買 掛 金 9,485,796

受 取 手 形 809 短 期 借 入 金 50,000

売 掛 金 14,440,980 未 払 金 745,972

契 約 資 産 65,510 未 払 法 人 税 等 768,895

商 品 及 び 製 品 82,649 未 払 事 業 所 税 23,892

原 盤 等 利 用 権 1,822,281 未 払 消 費 税 等 442,820

原 材 料 61,737 未 払 費 用 99,703

制 作 勘 定 2,050,254 前 受 金 417,795

仕 掛 品 70,041 預 り 金 222,271

前 払 金 906,914 預 り 保 証 金 2,253

前 払 費 用 115,043 賞 与 引 当 金 716,000

未 収 入 金 7,585 契約保証損失引当金 1,518

そ の 他 40,329 そ の 他 1,040

貸 倒 引 当 金 △ 1,400 固   定   負   債 4,808,655

固   定   資   産 6,611,342 退 職 給 付 引 当 金 4,433,423

有 形 固 定 資 産 652,673 資 産 除 去 債 務 312,138

建 物 414,977 そ の 他 63,093

工 具 器 具 備 品 228,205 17,786,614

そ の 他 9,490 　（純　資　産　の　部）

無 形 固 定 資 産 1,483,276 株　　主　　資　　本 19,284,764

ソ フ ト ウ ェ ア 1,461,424 資     本     金 1,608,500

そ の 他 21,852 利　益　剰　余　金 18,066,175

投資その他の資産 4,475,392 402,125

投 資 有 価 証 券 276,253 17,664,050

関 係 会 社 株 式 571,997 事 業 維 持 積 立 金 13,300,000

施 設 借 用 保 証 金 744,270 権利取得資金積立金 500,000

繰 延 税 金 資 産 2,270,667 国際展開推進積立金 500,000

保 険 積 立 金 605,251 次世代システム構築積立金 1,300,000

そ の 他 14,796 次世代放送・通信等推進積立金 500,000

貸 倒 引 当 金 △ 7,843 繰 越 利 益 剰 余 金 1,564,050

自　 己　 株　 式 △ 389,911

評 価・換 算 差 額 等 △ 1,066

△ 1,102

35

19,283,697

37,070,312 37,070,312

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示している。

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

純 資 産 合 計

資 産 合 計 負 債 ・ 純 資 産 合 計

貸   借   対   照   表

     （2022年３月31日現在）     

負 債 合 計

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

その他有価証券評価差額金
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損　益　計　算　書

自 2021年４月１日

至 2022年３月31日

（単位　千円）

62,026,907

52,649,145

9,377,761

7,392,684

1,985,077

321

103,562

57,419 161,303

312

57,006

37,115

338 94,771

2,051,608

2,051,608

940,593

△ 401,589 539,004

1,512,604

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示している。

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益

経 常 利 益

雑 収 入

営 業 外 費 用

支 払 利 息

固 定 資 産 除 却 損

為 替 差 損

雑 損 失

営 業 利 益

営 業 外 収 益

受 取 利 息

受 取 配 当 金

科　　　　　　目 金　　　　額

売 上 高

売 上 原 価

売 上 総 利 益

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
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（単位 千円）

1,608,500 402,125 12,560,400 150,000 500,000 500,000 1,200,000 500,000

会計方針の変更による
累積的影響額

1,608,500 402,125 12,560,400 150,000 500,000 500,000 1,200,000 500,000

積立金の積立、取崩 739,600 △150,000 100,000

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

－ － 739,600 △150,000 － － 100,000 －

1,608,500 402,125 13,300,000 － 500,000 500,000 1,300,000 500,000

その他利益
剰 余 金

1,529,553 17,342,078 － 18,950,578 △3,266 91 △3,174 18,947,404

会計方針の変更による
累積的影響額

14,117 14,117 14,117 14,117

1,543,671 17,356,196 － 18,964,696 △3,266 91 △3,174 18,961,521

積立金の積立、取崩 △ 689,600 － － －

剰余金の配当 △802,625 △802,625 △802,625 △802,625

当期純利益 1,512,604 1,512,604 1,512,604 1,512,604

自己株式の取得 △389,911 △389,911 △389,911

2,164 △56 2,107 2,107

20,379 709,979 △389,911 320,068 2,164 △56 2,107 322,176

1,564,050 18,066,175 △389,911 19,284,764 △1,102 35 △1,066 19,283,697

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示している。

次世代放
送・通信等
推進積立金

2021年４月１日残高

株主資本等変動計算書

自 2021年４月１日

至 2022年３月31日

株　　　　　主　　　　　資　　　　　本

資 本 金

利　　益　　剰　　余　　金

2022年３月31日残高

事業基盤整
備積立金

権利取得資
金積立金

国際展開推
進積立金

利益準備金

その他利益剰余金

事業維持
積立金

評価・換算差額等

次世代シス
テム構築積

立金

純 資 産
合　  計

利 益 剰 余 金

株主資本
合　　計

その他有価
証券評価差

額金

繰延ヘッジ
損      益

評価・換算
差額等合計利益剰余金

合　　　計
繰越利益
剰 余 金

株　　　主　　　資　　　本

自己株式

2021年４月１日残高

当事業年度中の変動額

株主資本以外の項目の
当事業年度中の変動
（純額）

当事業年度中の変動額
合計

2022年３月31日残高

会計方針の変更を反映
した当期期首残高

会計方針の変更を反映
した当期期首残高

当事業年度中の変動額

株主資本以外の項目の
当事業年度中の変動
（純額）

当事業年度中の変動額
合計
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個個  別別  注注  記記  表表  

記記載載金金額額はは千千円円未未満満をを切切りり捨捨てててて表表示示ししてていいるる。。  

１１．．重重要要なな会会計計方方針針にに係係るる事事項項にに関関すするる注注記記  

（１）有価証券の評価基準および評価方法 

① 満期保有目的の債券･････････ 償却原価法（定額法） 

② その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 

･･･････ 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、 

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

市場価格のない株式等･･･････ 移動平均法による原価法 

③ 子会社株式および関連会社株式･････ 移動平均法による原価法 

 

（２）デリバティブの評価基準および評価方法 

   デ リ バ テ ィ ブ ･････ 時価法  

 

（３）たな卸資産の評価基準および評価方法 

   商 品 及 び 製 品 、 原 材 料 ･････ 総平均法による原価法（貸借対照表価額は、

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）  

   制 作 勘 定 、 仕 掛 品 ･････ 個別法による原価法（貸借対照表価額は、収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）  

   原 盤 等 利 用 権 ･････ 見積回収期間にわたり、会社所定の償却率に

より償却している。（貸借対照表価額は、収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）  
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（４）固定資産の減価償却の方法 

有 形 固 定 資 産･･･････ 定率法 

（リース資産を除く）      ただし、１９９８年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）並びに２０１６年４月１日以降取

得した建物附属設備及び構築物については定額法に

よる。 

無 形 固 定 資 産･･･････ 定額法 

（リース資産を除く）     なお、自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づいている。 

リ ー ス 資 産 ･･･････ 定額法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法による。 

 

（５）引当金の計上基準 

貸 倒 引 当 金 ･･･････ 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては、貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等

特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上している。 

賞 与 引 当 金 ･･･････ 従業員に対する賞与の支給に充てるため、当事業年

度に対応する支給見込額を計上している。 

契 約 保 証 損 失 引 当 金 ･･･････ 仕入契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年

度末現在契約期間中の仕入契約のうち精算損の発生が

見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることがで

きる契約について、損失見込額を計上している。 

退 職 給 付 引 当 金  ･･･････ 従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き計上している。 

  過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（3年）による定額法によ

り費用処理している。 
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き計上している。 

  過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（3年）による定額法によ

り費用処理している。 
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 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（3年）によ
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Ｋプラネット従業員の制度加入に伴い、計算対象従業員

数が増加したことから、当事業年度より退職給付債務の

計算方法を簡便法から原則法に変更している。この変更

に伴い、退職給付引当金は 1,886,223千円増加し、同額

を営業費用に計上している。 

 

（６）収益の計上基準 

当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29号 2020年３月 31日）及

び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30号 2021年３

月 26日）を適用しており、顧客との契約について、下記の５ステップアプローチに基

づき、収益を認識している。 

ステップ１：顧客との契約を識別する。 

ステップ２：契約における履行義務を識別する。 

ステップ３：取引価格を算定する。 

ステップ４：取引価格を契約における各履行義務に配分する。 

ステップ５：履行義務を充足した時点で（または充足するに応じて）収益を認識する。 

 

 

 

当社における主たる履行義務は、以下の通り。 

① 番組制作 
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当社は、ドキュメンタリー、エンターテイメント、アニメーション等放送番組の

制作や語版制作等のサービスを提供している。 

番組制作に関しては、主に制作物の納品または役務の提供により当社履行義務が

充足されることから、当該履行義務を充足した時点で収益を認識している。 

② 映像ソフト販売 

当社は、連続テレビ小説や大河ドラマ等を商品化し、映像ソフトとして販売を行

っている。 

映像ソフトの販売については、契約内容に応じ、約束した商品を顧客に移転する

ことによって履行義務を充足した時に認識している。なお、国内における映像ソフ

ト販売については、出荷時から商品の支配が顧客に移転される時までの期間は通常

の期間に収まることから、出荷時点で収益を認識している。 

③ 権利ビジネス 

当社は、番組やキャラクターに関する版権管理、許諾を行っている。 

ライセンスの提供は、（a）顧客が権利を有している知的財産に著しく影響を与

える活動を企業が行うことが、契約により定められている又は顧客により合理的

に期待されていること、（ｂ）知的財産に著しく影響を与える活動が、顧客に直接

的に影響を与える、（ｃ）これらの活動により、顧客に財又はサービスが移転しな

いという要件をすべて満たす場合には、ライセンスをアクセス権として一定期間

にわたり売上収益を認識し、いずれかを満たさない場合には、ライセンスを使用

する権利（使用権）として一時点で売上収益を認識している。 

当社における主なライセンスである番組やキャラクターに関する権利について

は、通常、顧客に供与した後に当社が知的財産の形態又は機能性を変化させる活

動、又はライセンス期間にわたって知的財産の価値を維持するための活動を実施

する義務を負わず、上記のいずれの要件も満たさないため、使用権として一時点

で売上収益を認識している。 

収益のうち、対価を固定対価で受領しているものについては、ライセンス許諾

開始日に収益を認識している。対価が、売上高又は使用量に基づき算定されるも

のについては、原則として、顧客が売上高を計上する時又はライセンスを使用す

る時点、 又は履行義務が充足される時点のいずれか遅い時点で収益を認識してい

る。 
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権利ビジネスに関する取引は、財又はサービスの提供に当社と顧客以外の当事

者が関与している場合がある。当該取引に関しては、当社が当事者として取引を

行っているか、代理人として取引を行っているかの判定を行い、本人としての性

質が強いと判断している。そのため、顧客から受け取る対価の総額で収益を表示

している。 

④ イベント企画・運営 

当社は、イベントやシンポジウム・フォーラムなどの企画・運営を行っている。 

イベント等の企画・運営業務に関しては、役務の提供により当社履行義務が充足

されることから、当該履行義務を充足した時点で収益を認識している。 

 

（７）ヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 ･･･････････ 繰延ヘッジ処理による。なお、振当処理の要件を満

たしている為替予約取引については振当処理を採用し

ている。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ ヘッジ手段 ･････････････ 為替予約取引 

・ ヘッジ対象 ･････････････ 相場変動等による損失の可能性がある輸入取引 

③ ヘッジ方針 ････････････････ 当社の行うデリバティブ取引は、原則実需の範囲内

で支払円貨額を確定することを目的としている。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 ･･ ヘッジ手段の内容とヘッジ対象の重要な内容が同一

であることから、ヘッジ対象の相場変動または、キャ

ッシュ・フロー変動をヘッジ手段が完全に相殺するも

のと考えられるため、有効性の判定を省略している。 

 

（８）消費税等の処理の方法 

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対

象外消費税等は当事業年度の期間費用としている。 

 

２２．．会会計計方方針針のの変変更更  

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 
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 「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第３０号 ２０１９年７月４日。以

下「時価算定会計基準」という。）及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第３１号 ２０２１年６月１７日）を当事業年度の期首から適用し、

時価算定会計基準第１９項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第１０号 

２０１９年７月４日）第４４-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用している。これによる計算書類へ

の影響はない。 

 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第２９号 ２０２０年３月３１日。以

下「収益認識会計基準」という。）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第３０号 ２０２１年３月２６日）を当事業年度の期首から適用し、

約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に

受け取ると見込まれる金額で収益を認識している。これによる主な変更点は、以下の通

り。 

 顧客との約束が財又はサービスの提供を他の当事者によって提供されるように手配

する履行義務であると判断される取引については、当社の役割が代理人に該当するた

め、純額で収益として認識する方法に変更している。 

 ライセンスを供与する取引の一部について、受け取る対価が売上高又は使用量に基づ

くロイヤリティに係る収入は、顧客が売上高を計上する時又はライセンスを使用する

時点、 又は履行義務が充足される時点のいずれか遅い時点で、収益を認識する方法

に変更している。 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第８４項ただし書きに定め

る経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用

した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残

高から新たな会計方針を適用している。 

この結果、当事業年度の売上高は 353,806千円減少し、売上原価は 360,054千円減少

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ 6,248 千円増加した。また、

利益剰余金の当期首残高が 14,117千円増加した。 
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３３．．重重要要なな会会計計上上のの見見積積りり  

（１） たな卸資産の評価 

① 当事業年度の計算書類に計上した金額 

商品及び製品 82,649千円 

原盤等利用権  1,822,281千円 

原材料 61,737千円 

制作勘定 2,050,254千円 

仕掛品 70,041千円 

② 計算書類利用者の理解に資するその他の情報 

原盤等利用権については、見積回収期間における見込売上高に基

づく償却率により償却している。事業環境の変化等により、売上高

が当初売上計画を下回る場合には損失が発生する可能性があるとと

もに、見積回収期間の見直しの結果、償却期間を短縮させる場合に

は、事業年度あたりの償却負担が増加する可能性がある。 

 

その他のたな卸資産については、取得原価で測定しているが、事

業年度末における正味実現可能価額が取得原価より下落している場

合には、当該正味実現可能価額で測定し、取得原価との差額を原則

として売上原価に認識している。また、営業循環過程から外れて滞

留するたな卸資産については、将来の需要や市場動向を反映して正

味実現可能価額等を算定している。市場環境が予測より悪化して正

味実現可能価額が著しく下落した場合には、損失が発生する可能性

がある。 

 

たな卸資産の詳細については、「１．重要な会計方針に係る事項に

関する注記 （３）たな卸資産の評価基準及び評価方法」を参照。 

 

（２） 関係会社株式の評価 

① 当事業年度の計算書類に計上した金額 

関係会社株式 571,997千円 
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② 計算書類利用者の理解に資するその他の情報 

当社が保有する関係会社株式の評価基準は原価法を採用している

が、時価のない株式について関係会社の財政状態の悪化により実質

価額が著しく下落した場合には、回復可能性を検討の上、帳簿価額

の減額処理を行う。なお、関係会社の業績が悪化した場合、翌事業

年度以降の計算書類において関係会社株式に係る評価損が発生する

可能性がある。 

 

関係会社株式の詳細については、「１．重要な会計方針に係る事項

に関する注記 （１）有価証券の評価基準及び評価方法 ③子会社

株式及び関連会社株式」を参照。 

 

４４．．貸貸借借対対照照表表関関係係のの注注記記   

（１）有形固定資産の減価償却累計額（減損損失累計額を含む） ･･････ 3,313,642千円 

（２）関係会社に対する金銭債権および債務 

① 短 期 金 銭 債 権 ･････････････ 12,027,460千円 

② 短 期 金 銭 債 務 ･････････････  2,344,209千円 

  

５５．．損損益益計計算算書書関関係係のの注注記記   

関係会社との取引高 

①  営業取引による取引高  

・売    上    高 ･････････････  50,333,787千円 

・仕    入    高 ･････････････   4,382,003千円 

・販売費及び一般管理費 ･････････････    57,333千円 

②  営業取引以外の取引による取引高  

・営  業  外  収  益 ･････････････        17,660千円 
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② 計算書類利用者の理解に資するその他の情報 

当社が保有する関係会社株式の評価基準は原価法を採用している
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 - 13 - 

６６．．株株主主資資本本等等変変動動計計算算書書にに関関すするる注注記記   

（１）発行済株式の総数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度期首 

株  式  数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末 

株  式  数 

普通株式 6,421 株 － － 6,421 株 

 

（２）自己株式の数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度期首 

株  式  数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末 

株  式  数 

普通株式 － 101 株 － 101 株 

 

（３）当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

２０２１年６月２４日開催第３２回定時株主総会決議による配当に関する事項 

・配当金の総額 802,625千円 

・配当の原資 利益剰余金 

・１株当たり配当金額 125,000円 

・基準日 ２０２１年３月３１日 

・効力発生日 ２０２１年６月２５日 
  

 

（４）当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 

２０２２年６月２８日開催第３３回定時株主総会に、次のとおり付議する予定 

である。 

・配当金の総額 979,600千円 

・配当の原資 利益剰余金 

・１株当たり配当金額 155,000円 

・基準日 ２０２２年３月３１日 

・効力発生日 ２０２２年６月２９日 
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７７．．税税効効果果会会計計にに関関すするる注注記記   

繰延税金資産および繰延税金負債の主な発生原因別の内訳 

繰延税金資産  

賞与引当金             219,239 千円 

退職給付引当金          1,357,514 千円 

たな卸資産評価損          110,620 千円 

貸倒引当金              2,830 千円 

出資評価損              68,227 千円 

その他投資評価損           52,273 千円 

資産除去債務            131,324 千円 

減損損失              357,483 千円 

その他有価証券評価差額金        486 千円 

その他               121,506 千円 

繰延税金資産小計          2,421,505 千円 

評価性引当額           △130,763 千円 

繰延税金資産合計          2,290,742 千円 

繰延税金負債  

繰延ヘッジ損益             △15 千円 

その他               △20,059 千円 

繰延税金負債合計           △20,074 千円 

繰延税金資産の純額         2,270,667 千円 

  

８８．．金金融融商商品品にに関関すするる注注記記  

  （１）金融商品の状況に関する事項 

     ①金融商品に対する取組方針 

       当社は、原則として安全性の高い運用を基本とする資金運用規程

に基づき、短期運用の預金と満期保有の公社債等を運用している。

また、輸入取引の相場変動リスクを回避するためにデリバティブを

利用しており、投機的な取引は行わない方針である。 

    ②金融商品の内容およびそのリスク並びにリスク管理体制 
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 - 15 - 

     営業債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクにさ

らされている。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取

引先ごとの期日管理および残高管理を行う体制としている。 

     有価証券および投資有価証券は、主に満期保有目的の債券、非上

場株式である。 

     営業債務である買掛金は、1 年以内の支払期日である。また、営

業債務である買掛金は、流動性リスクにさらされているが、当社で

は月次で資金計画を作成するなどの方法により管理している。 

     輸入取引におけるデリバティブの執行・管理については、実需に

基づいた取引に限って行っている。 

   ③金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

     「（２）金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取

引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引

に係る市場リスクを示すものではない。 

 

（２）金融商品の時価等に関する事項 

   ２０２２年３月３１日における貸借対照表計上額、時価およびこれら 

の差額については次のとおりである。なお、市場価格のない株式等は、

次表には含めていない。 

（単位 千円） 

 貸借対照表 

計上額（※３） 
時価（※３） 差額 

現金および預金 10,796,231  10,796,231  ― 

受取手形および売掛金（※１） 14,505,901  14,505,901  ― 

資産計 25,302,132  25,302,132  ― 

買掛金 （9,485,796） （9,485,796） ― 

負債計 （9,485,796） （9,485,796） ― 

デリバティブ取引（※２） 50  50  ― 

 （※１）受取手形および売掛金に対応する貸倒引当金を控除している。 

 （※２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示して  

おり、合計で正味の債務となる項目については、（  ）で示している。 

 （※３）負債に計上されているものについては、（ ）で示している。 
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（注１）金融商品の時価の算定方法およびデリバティブ取引に関する事項 

 資 産 

  ①現金および預金、並びに受取手形および売掛金 

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと

から、当該帳簿価額によっている。 

 

負 債 

 買掛金 

   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっている。 

 

デリバティブ（ヘッジ会計が適用されているもの） 

   ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定め

られた元本相当額等は、次のとおりである。 

 

ヘッジ会計の 

方法 

デリバティブ 

取引の種類 

主な 

ヘッジ 

対象 

契約額等 
時価 

 1 年超 

原則的処理 
為替予約取引 

米ドル買建 
買掛金 150 千＄ － 

 50 千円 

(※１) 

為替予約の 

振当処理 

為替予約取引 

米ドル買建 
買掛金 176 千＄ － (※２) 

為替予約の 

振当処理 

為替予約取引 

ユーロ買建 
買掛金 138 千€ － (※２) 

 （※１）時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づいて算定している。  

 （※２）為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体 

として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載

している。 
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（注１）金融商品の時価の算定方法およびデリバティブ取引に関する事項 

 資 産 
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（注２）市場価格のない株式等 

（単位 千円） 

区分 貸借対照表計上額 

非上場株式 276,253 

関係会社株式 571,997 

  

９９．．関関連連当当事事者者ととのの取取引引にに関関すするる注注記記  

（１）親会社および法人主要株主等 

（単位 千円） 

属性  会社等の名称  
議決権等の所有  

（被所有）割合  

関連当事者

との関係  
取引の内容  

取引金額  

（注３）  
科目  

期末残高（注

３）  

親会社  日本放送協会  
被所有  

直接 82.7％  

放送番組の

制作等  

放送番組の

制 作 受 託

（注１）  

50,287,676 売掛金  12,027,356 

放送番組の

二次使用料

等（注２）  

1,523,079 
買掛金  

・未払金  
1,516,867 

取引条件および取引条件の決定方針等  

（注１）放送番組の制作受託料については、市場価格および総原価を勘案して当社希望価格を提示し、

価格交渉の上で価格を決定している。  

（注２）放送番組の二次使用料等については、日本放送協会の料率設定に基づいている。  

（注３）取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等を含めている。  

 

（２）子会社および関連会社等 

（単位 千円） 

属  性  会社等の名称  
議決権等の所有  

（被所有）割合  

関連当事者

との関係  
取引の内容  取引金額  科  目  期末残高  

関連会社  

NHK 

Cosmomedia 

America,Inc．  

所有  

直接 19.9％  

放送番組の

制作等  

放送番組の

制作等  

（注１）  

1,877,542 
買掛金  

・未払金  
654,298 

取引条件および取引条件の決定方針等  

（注１）放送番組の制作料については、 NHK Cosmomedia America,Inc．より提示された料金を基に市

場価格および総原価を勘案して、価格を決定している。  
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（３）兄弟会社等 

（単位 千円） 

属  性  会社等の名称  
議決権等の所有  

（被所有）割合  

関連当事者

との関係  
取引の内容  

取引金額

（注５）  
科  目  

期末残高

（注５）  

親会社の

子会社  

株式会社  

ＮＨＫアート  

所有  

直接 7.4％  

被所有  

直接 2.4％  

放送番組の

美術制作等  

放送番組の

美術制作委

託等  

（注１）  

1,543,394 
買掛金  

・未払金  
371,484 

親会社の

子会社  

株式会社  

Ｎ Ｈ Ｋ テ ク ノ

ロジーズ  

所有  

直接 5.4％  

被所有  

直接 3.8％  

放送番組の

制作技術業

務等  

放送番組の

制作技術業

務委託等  

（注２）  

3,557,534 
買掛金  

・未払金  
705,843 

親会社の

子会社  

株式会社  

Ｎ Ｈ Ｋ エ デ ュ

ケーショナル  

所有  

直接 9.5％  

被所有  

直接 2.5％  

商品の購入

等  

商品の購入

等（注３）  
  785,636 

買掛金  

・未払金  
271,569 

親会社の

子会社  

株式会社  

Ｎ Ｈ Ｋ ビ ジ ネ

スクリエイト  

所有  

直接 6.5％  

建物の賃借

等  

建物の賃借

等（注４）  
  632,619 

前払費用   47,323 

施設借用

保証金  
721,326 

親会社の

子会社  

株式会社  

Ｎ Ｈ Ｋ 文 化 セ

ンター  

所有  

直接 8.7％  

自己株式の

取得  

自己株式の

取得（注５） 
  389,911 －   －  

取引条件および取引条件の決定方針等 

（注１）放送番組の美術制作料については、株式会社ＮＨＫアートより提示された料金を基に市場価

格および総原価を勘案して、価格を決定している。  

（注２）放送番組の制作技術料については、株式会社ＮＨＫテクノロジーズより提示された料金を基

に市場価格および総原価を勘案して、価格を決定している。  

（注３）商品の購入については、株式会社ＮＨＫエデュケーショナルより提示された料金を基に市場

価格および総原価を勘案して、商品ごとに価格を決定している。  

（注４）建物の賃借料については、株式会社ＮＨＫビジネスクリエイトより提示された料金を基に市

中の不動産賃借価格を勘案の上、交渉により価格を決定している。  

（注５）自己株式の取得については、独立した第三者による株価評価書を勘案して、価格を決定して

いる。  

（注６）取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等を含めている。  

  

１１００..  収収益益認認識識にに関関すするる注注記記  

「重要な会計方針に係る事項に関する注記 (6)収益の計上基準」に同様

の内容を記載しているため、注記を省略している。 
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１１１１．．11 株株当当たたりり情情報報にに関関すするる注注記記  

    (１)1 株当たり純資産額      3,051,217 円 91 銭 

   (２)1 株当たり当期純利益      238,459 円 11 銭 
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

２０２２年５月２７日

株式会社ＮＨＫエンタープライズ

取 締 役 会 御 中

東 京 事 務 所

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 伊 澤 賢 司

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 江 村 羊 奈 子

監査意見

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＮＨＫエンタープ

ライズの２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの第３３期事業年度の計算書類、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属

明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の

責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社

から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載

内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の

報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、

当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に

おいて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に

重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載

内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

EY新新日日本本有有限限責責任任監監査査法法人人
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を

整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する

責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において

独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に

より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に

よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは

ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する

ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、

入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は

状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する

重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を

喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、

計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、

監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は

継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の

表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して

いるかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施

過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で

求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以 上
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監監  査査  報報  告告  書書  

 

 当監査役会は、２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの第３３期

事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基

づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人か

らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま

した。 

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役会規則及び監査役監査規程等の基

準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門、

リスク管理部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監

査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。 

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職

務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な

決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の

状況を調査いたしました。 

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確

保するために必要なものとして会社法施行規則第 100条第 1項及び第

3 項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に

基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及

び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受

け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。 

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第 118条第 5号イの留意し

た事項及び同号ロの判断及び理由については、取締役会その他におけ

る審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。 

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監

査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第 131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管

理基準」（平成 17年 10月 28日企業会計審議会）等に従って整備して

いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 
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監監  査査  報報  告告  書書  

 

 当監査役会は、２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの第３３期

事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基

づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人か

らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま

した。 

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役会規則及び監査役監査規程等の基

準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門、

リスク管理部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監

査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。 

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職

務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な

決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の

状況を調査いたしました。 

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確

保するために必要なものとして会社法施行規則第 100条第 1項及び第

3 項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に

基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及

び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受

け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。 

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第 118条第 5号イの留意し

た事項及び同号ロの判断及び理由については、取締役会その他におけ

る審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。 

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監

査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第 131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管

理基準」（平成 17年 10月 28日企業会計審議会）等に従って整備して

いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、

計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）

及びその附属明細書について検討いたしました。 

 

２．監査の結果 

（１）事業報告等の監査結果 

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を

正しく示しているものと認めます。 

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。 

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載及び取締

役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をす

るにあたり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引

が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びそ

の理由について、指摘すべき事項は認められません。 

 

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果 

   会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。 

 

 

    ２０２２年５月３１日 

 

              株式会社 ＮＨＫエンタープライズ 監査役会 

  常勤監査役    渥 美   哲 ○印   

  常勤社外監査役  大 月 将 幸 ○印  

                   常勤社外監査役  海 野 正 一 ○印                  

  監査役      小 山 雅 典 ○印  

 

- 23 -


